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九 州 大 学 経 営 協 議 会 議 事 録 

 

日 時：令和２年５月１９日（火）１３：００～１３：５０ 

場 所：web 会議により開催 

出席者：２９名中２６名出席 

 

【構成員の紹介】 

  本学の役員等及び経営協議会委員について紹介があった。 

 

【審議事項等】 

１ 特殊勤務手当（防疫等作業手当）の一部改正について 

特殊勤務手当（防疫等作業手当）の一部改正について説明があり、審議の結果、これ

を議決した。 

 

２ 総長候補者の選考手続きについて 

  総長候補者の選考手続きの流れ及びスケジュールについて説明があった。 

 

３ 経営協議会から推薦する総長候補者の選考について 

  ＜非掲載＞ 

 

【その他】 

・新型コロナウイルス感染症の対応状況について 

  新型コロナウイルス感染症に係る本学の対応状況等について説明があった後、以下の 

ような意見交換があった。 

  ・新型コロナウイルス感染症による影響を受け、経済状況が深刻化して退学した学生

及び緊急学生支援の対象となる学生はどの位いるのか。 

   →渡日予定であった海外からの留学生が渡日出来ず、４月１日の入学を１０月に先

延ばしした学生は数名いるが、退学した学生はいない。 

   →支援対象の学生は、留学生も含め学部学生、大学院生で１万９千人余であり、学

生からの申請に基づき給付を行うことになる。 

  ・従来から東京同窓会で就職活動支援を行っているが、今年の春は学生が上京できな

いため支援が困難な状況である。学生の就職支援はどのような状況か。 

   →各キャンパスに就職コーディネーターの職員を６、７名配置しているが、今は学

生がキャンパスに出て来られない状況なので、学生とは web による面談を行い、

就職に関する相談を受けている。 

  ・ 経済全体が今後どうなるかわからない状況で、学生は非常に不安を持っていると考

えられるので、大学として様々なサポートを行っていただきたい。 

  ・ 授業や、様々な申請もオンラインで行うという話であったが、学生については 100％

オンラインで行える環境にあるのか。 

    →本学は 2013 年から PC 必携化を行っており、学部学生は全員 PC を持っている。PC

は大学院生も持っているので端末に関しては問題ないが、通信回線については、

容量の大きな動画等を流すと回線負担が大きく通信状況が悪くなってしまうので、

教員に可能な限りデータダイエットをお願いし、通信回線をあまり使わずにオン
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ラインで授業ができるよう工夫しており、現在 4,800 科目で講義が開講されてい

る。どうしても通信回線が使えない学生については、三密にならないよう配慮し

ながら、キャンパス内の教室で受講している。 

  ・ 福岡県の緊急事態が解除されたのは新しいスタートであり、感染の再拡大防止を図

る、医療提供体制を確保する、これらを行いながら社会経済活動のレベルを徐々に

上げて行くことによって長くコロナウイルスと向き合っていかなければならず、長

い戦いに打ち勝って行くためには、県民一人ひとりの、周りの人、社会、地域を守

るという強い意識と行動が鍵を握っているので、引き続きご協力をお願いしたい。

学生の支援については、短期の雇用の場を作るための施策として、職場を開発し、

供するという取り組みを市町村と連携して始めるので、学生にもしっかり活用して

いただきたい。 

  ・福岡は緊急事態宣言が解除されたが、大学としてはいつから通常の状態に移行して

いこうと考えているのか、スケジュールを教えていただきたい。 

   →講義について、６月２４日までの春学期については状況に関わらず遠隔授業のみ

の開講としている。６月２５日から８月１２日までの夏学期についても、遠隔授

業を原則とすることを現時点では考えている。実験、実習等については別途検討

しており、必要があれば再開することとしている。その他の活動についても今後

の感染状況を踏まえ判断する。 

  ・ 教職員の在宅勤務実施率はどの位か。また、これから徐々に通常の状態に戻ってい

くと思うが、教職員の出勤については今まで通りに戻す予定なのか、シフト制にす

る等は検討されているのか。 

   →在宅勤務の実施状況は部署によって異なり、人文社会系では多くの方が在宅勤務

を行っているが、実験を伴う分野ではキャンパス内で研究を行っているところも

ある。職員については、財務や人事のシステムが学外から利用出来ないため、そ

れらのシステムを扱って業務を行う部署については出勤しているが、可能な限り

ローテーションを組んで在宅勤務を行っている。 

   →本学で定めた行動指針が４の段階の時は２割程度の出勤とし、３の段階となった

現在は５割程度の出勤としている。教員については、理系の中でも動物や遺伝子

を扱う研究室は出勤せざるを得ず、分野によってばらつきもあるが、大体４割〜

８割、在宅勤務を行っている。 

   

・次回の経営協議会は令和２年６月２５日（木）に開催予定である旨の案内があった。 

 

（ 以 上 ） 


